
最低限確保すべき無線運用（案） 資料２－１

○緊急消防援助隊の情報連絡体制（次頁参照）のうち 「緊急消防援助隊運用要綱」○緊急消防援助隊の情報連絡体制（次頁参照）のうち、「緊急消防援助隊運用要綱」
において指揮・管理を行うものとされている部分（次頁の赤字・赤線参照）は、デ
ジタル方式への移行過程における広域応援時において、現状と同等の通信手段を確
保するものとする保するものとする。

○なお、その他の部分（次頁のオレンジ色の点線参照）についても考慮する。

（参考）「緊急消防援助隊運用要綱」（最終改正 平成２０年８月２７日 消防応第１５２号）

第５章 応援等指揮活動

（指揮体制）

第１６条 （略）

２・３ （略）

４ 都道府県隊長は、指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長（又は指揮支援隊長）の管理の下で、当該都道
府県隊の活動の管理を行うものとする。

５ 中隊長は、都道府県隊長の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとする。
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最低限確保すべき無線運用レベル（案）
【緊急消防援助隊内部】

①指揮支援本部－都道府県隊長間（注１）は、指揮・命令等に、全国共通波を使用 注１：比較的長距離と想定
注 比較的近距離と想定

別紙１

②都道府県隊長－部隊長・隊長等（注２）は、指揮・命令等に、各県の県内共通波を使用
※部隊長等・隊長等内部間（注３）は、指揮・命令等に、各県の県内共通波を使用

③同一都道府県隊内部の部隊長・隊長等間は、連絡・調整・傍受等に、県内共通波を使用

④都道府県隊と他の都道府県隊間は、指揮支援本部を経由しない連絡・調整等に、全国共通波を使用

【緊急消防援助隊－被災地本部間】

注２：比較的近距離と想定
注３：一つの部隊長・隊長等は、

同一現場内で活動すると想定

⑤都道府県隊長－指揮者間は、連絡・調整等に、全国共通波を使用
⑥都道府県隊と被災地本部の指揮者及び小隊等は、都道府県隊長－指揮者間を経由しない連絡・調整等に、全国共通波を使用

【被災地本部内】
⑦被災地本部内は、指揮・命令等に、活動波を使用

被災地本部（Ｘ本部）庁舎等 〔被災地本部〕

〔都道府県隊（α県）〕 〔都道府県隊（β県）〕

指揮支援本部

⑦活動波（Ｘ本部）
①全国共通波①全国共通波

被災地本部（Ｘ本部）庁舎等 〔被災地本部〕

〔緊急消防援助隊〕 指揮本部

都道府県隊長
（ｲ本部）

被災地本部指揮者

（Ｘ本部）
都道府県隊長
（ﾊ本部）

〔都道府県隊（α県）〕 〔都道府県隊（β県）〕

⑤全国共通波

⑤全国共通波

小隊等部隊長 隊長等

②県内共通波（α県） ②県内共通波（β県）
⑦活動波（Ｘ本部）

⑤全国共通波

部隊長 隊長等部隊長 隊長等 部隊長 隊長等
⑥全国共通波

④全国共通波

小隊等
（Ｘ本部）

部隊長・隊長等
（ﾊ本部）

部隊長・隊長等
（ﾆ本部）

部隊長・隊長等
（ｲ本部）

部隊長・隊長等
（ﾛ本部）

③県内共通波 ③県 共通波

⑥

③県内共通波
（α県）

③県内共通波
（β県）
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通信距離イメージ

被災地本部
前進基地局

被災地本部
前進基地局

被災地本部
Ｘ本部
基地局

被災地２被災地１

基地局

都道府県隊
長（α県）

被災地２被災地１

被災地Ｘ本
部指揮者

被災地Ｘ本
部指揮者都道府県隊長（α県）

消防本部

凡 例
小隊等 部隊長 隊長

部指揮者 部指揮者都道府県隊
長（β県）

消防本部

管轄範囲

車載無線機エリア

部隊長・隊長
等（イ本部）

小隊等
（X本部）

部隊長・隊長
等（ロ本部）

部隊長・隊長
等（ハ本部） 部隊長・隊長

等（ニ本部）

小隊等
（X本部）

車載無線機 リア

携帯無線機エリア

等（ニ本部）
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